
桐生の教育史をたどる
【学制その９】教育内容・教育課程

学制が発布された当初の教育内容や教育課程

は､どのようなものだったのでしょう｡明治５年

９月､文部省は小学校教育の基本方針を示す｢小

学教則｣を公布します｡これによれば､小学校は上

等･下等に分け､修業年限はそれぞれ４年とし､全

部で８年間としています｡上等･下等とも各８級

あり､毎級の期間は６ヶ月､就学年齢は下等小学

が６歳から９歳､上等小学が10歳から13歳でし

た｡毎週日曜日は休業日､授業は１日５時間週30

時間としています｡

｢教育資料室だより(第４号)｣の｢桐生学舎の開

学願書｣では､毎月１と６の日を休業日とすると

されていますが､この｢小学教則｣では､毎週日曜

日となっています｡その理由は､前号でふれたア

メリカ人教師スコットなどの意見をもとに作成

されたものだったからのようです｡この｢教則｣の

一部を参考資料として載せておきます(右上段)｡

しかしながら､この教則は､実際の運用には困難

が多かったらしく､文部省は､教育現場の実情に

即した教則の作成を管轄の東京師範学校に命じ､

明治６年２月に｢下等小学教則｣､５月に｢上等小

学教則｣が出されています｡

並行して同じ５月､文部省は｢改正小学教則｣を

発布します｡これによって､同年３月に小学校の

休業日が毎月１と６の日と改正された事に伴い､

１と６の日が休業とされ､週４日､１日５時間､１

週20時間と規定されます｡

教則の制定は､各府県に任されていましたが､

文部省は､東京師範学校が編成した教則を推奨し

たので､ほとんどの小学校は､この教則に準拠し

た教育を行っていたようです(栃木県類似師範学校

版を右下段に掲載)｡しかし､教場は寺院や民家を間

借りし､教材教具も不十分な中､教則通りの教育

ができたとは思えません｡正式教員も､学制発布

以前に漢学や国学･儒学等を学んでいたとはい

え､類似師範学校や暢発学校等で､わずか数ヶ月

の養成期間を経て､各地の小学校の責任者として

送り出されたわけです｡指導者も児童も大きな戸

惑いを感じながら､混沌とした中で近代教育が始

められたと推察されます｡<学制その10へ続く>

☆参考『桐生市教育史』『群馬県教育史』
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